
鶴岡市郵便入札実施要領 

 

（趣旨）  

第１条 この要領は、本市の郵便による入札（以下｢郵便入札｣という。）の実施に関して必要な事

項を定めるものとする。  

（対象）  

第２条 郵便入札の対象案件は、入札公告又は指名通知（以下「公告等」という。）において指定

するものとする。  

（入札の公告等）  

第３条 市長は、郵便入札に付するときは、鶴岡市契約に関する規則（以下「規則」という。）第

15 条に規定する一般競争入札の公告及び規則第 21 条第２項に規定する指名通知において、次

に掲げる事項も併せて公告等を行うものとする。  

（１）入札書の郵送方法  

（２）入札書の到達期限 

（３）入札書の送付先  

（４）入札回数（２回を限度とする。） 

（５）開札の日時及び場所  

（６）入札経過及び結果の通知方法 

（７）その他必要と認める事項  

（入札書等の郵送方法等）  

第４条 入札参加者は、入札書のほか、公告等において指定する書類（以下「入札書等」とい

う。）を入札書の到達期限までに到達するよう郵送しなければならない。 

２ 郵送方法は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかによるものとし、持参による入札は

不可とする。 

３ 入札参加者は、入札書を封筒に入れ、必ず封かん及び封印をし、封筒に次の各号の内容を記

載しなければならない。 

（１）入札書の郵送方法  

（２）案件名 

（３）開札日 

（４）入札書在中である旨の表示 

（５）入札者の住所、商号等 

４ 郵送された入札書等の返却及び差替えは認めないものとする。 

（入札の無効等）  

第５条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

（１）鶴岡市契約に関する規則第 13条に該当する入札 

（２）鶴岡市入札要綱第 12号に該当する入札 



（３）公告等で示した入札書等の到達期限を過ぎて到達した入札  

（４）その他入札に関する条件に違反してなされた入札  

２ 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。  

（１）最低制限価格を設定する旨を公告等において示した案件で、最低制限価格を下回った金

額の入札  

（２）低入札価格調査基準価格を設定する旨を公告等において示した案件で、基準価格を下回

り、かつ、調査の結果、契約の内容に適した履行がなされないと判断された者の入札  

（開札等）  

第６条 開札は、公告等に示した日時及び場所において、契約担当課職員１名のほか、入札参加

者２名の立会人の立会いのもと行うものとする。 

２ 入札参加者の立会人は、公告案件においては入札参加申請順番の１位及び２位の者とし、指 

名案件においては入札書の到着順番の１位及び２位の者とする。 

３ 開札に立ち会う入札者若しくはその代理人がいない場合又は入札参加者の開札立会人の数が

２名に達しない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を加えて２名以上が立ち会うことと

する。 

４ 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、落札者自動決定

方式(別紙)により落札者を決定するものとする。 

（入札の中止等）  

第７条 市長は、郵便入札において、郵便事情等による事故又は不正な行為により入札執行が困

難と判断されるときは、入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。  

（その他）  

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、令和２年４月 10日から施行する。  

（新型コロナウイルス感染症のまん延等に伴う特例） 

２ 新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）

附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）がまん延し、又はその恐

れがある場合においては、感染症拡大防止のため、特に必要があると認めるときは、第６条に

定める立会人を入札参加者から選任せず、入札事務に関係のない市職員から選任することがで

きる。 

附 則  

この要領は、令和２年４月 20日から施行する。  

 


